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　少年の非行（喫煙、飲 　万引きは「窃盗罪」です。 　薬物を乱用すると、体だ
酒、深夜はいかい等） また、見張りをすることも けでなく、心も破壊されて

を発見した時には、警 犯罪です。万引きの回数を しまいます。他人を傷つけ、
察に連絡してください。 重ねるごとに罪の意識が薄 大切な人を失います。自分
非行の芽は小さなうち れ、やがて重大な犯罪へと の力でやめることは非常に

に摘むことが重要です。 エスカレートしていくおそ 困難で、脳や内臓、精神ま
れがあります。 でもが破壊され、二度と元
　「万引きは  には戻りません。  

犯罪であるこ  　「ちょっとだけなら」「１
と」を繰り返  回だけなら」「大麻ならそ
し教え、安易  れほど害はない」が命取り

な気持ちで犯  に！間違った情報に流され
罪に手を染め  ず、誘惑に負けない強い心
るのを止めさ  を育てましょう。  

せましょう。

   少年がインターネットを利用し、児童ポルノ等の性被害や誘拐などの凶悪

事件に遭うケースが多発しています。 

　お子さんに携帯電話やスマートフォンを持たせる場合は、フィルタリング機

能（有害サイトアクセス制限機能）を活用してください。　 

　青少年インターネット環境整備法や栃木県青少年健全育成条例では、18歳

未満の青少年が携帯電話を契約する際、フィルタリングの設定が義務付けられ

ています。 

　また、日頃からインターネットに潜む危険性を家族でよく話し合いましょう。


